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は
じ
め
に

　

鳥
取
県
は
、
公
文
書
管
理
法
の
施
行
を
受
け
て
鳥
取
県
公
文
書
等

の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
公
文
書
管
理
条
例
」
と
い
う
。）
を

制
定
し
、
平
成
二
四
年
四
月
に
施
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
県
の

公
文
書
の
作
成
、
取
得
、
分
類
、
整
理
、
保
存
及
び
公
文
書
館
へ
の

引
継
ぎ
又
は
廃
棄
に
至
る
ま
で
の
統
一
的
ル
ー
ル
が
明
確
化
さ
れ

た
。

　

公
文
書
管
理
条
例
の
施
行
に
よ
り
、
引
継
元
と
な
る
実
施
機
関
、

公
開
基
準
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
ル
ー
ル
が
変
更
と
な
っ
た
も
の
が
あ

る
。
評
価
選
別
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
条
例
制
定
前
に

お
い
て
は
、
永
年
保
存
文
書
は
す
べ
て
、
一
〇
年
及
び
五
年
保
存
文

書
は
そ
の
中
か
ら
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
を
選
別
し
て
引
継
い
で
い

た
が
、
公
文
書
管
理
条
例
制
定
後
は
、
永
年
区
分
を
廃
止
し
、
最
長

の
保
存
期
間
を
三
〇
年
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、
す
べ
て
の
文
書
が
選

別
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

当
館
は
公
文
書
管
理
条
例
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
歴
史
公
文

書
等
を
保
存
す
る
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
鳥
取
県
立

公
文
書
館
歴
史
公
文
書
等
評
価
選
別
方
針
（
以
下
「
選
別
基
準
」
と

い
う
。）
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
評
価
選
別
を
始
め
た
。

　

本
稿
で
は
、
公
文
書
管
理
条
例
制
定
後
の
評
価
選
別
の
実
態
か
ら
、

近
年
の
情
勢
を
踏
ま
え
た
選
別
基
準
や
選
別
方
法
の
見
直
し
と
そ
の

効
果
に
つ
い
て
報
告
し
、
さ
ら
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
整
理
を
し

て
み
た
い
。

　
〔
事
例
報
告
〕

鳥
取
県
立
公
文
書
館
の
評
価
・
選
別
に
つ
い
て

�

島
　
谷
　
容
　
子



― 38 ―

　
　

一　

評
価
選
別
の
実
態

　
　
（
一
）
文
書
事
務
の
流
れ

　

現
在
の
鳥
取
県
知
事
部
局
（
本
庁
）
に
お
け
る
文
書
事
務
の
流
れ

は
「
鳥
取
県
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
」
で
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
い

る
。（
図
１
）

　

文
書
は
一
連
の
事
務
処
理
が
終
了
し
、
文
書
の
綴
り
込
み
が
完
了

し
た
後
、
簿
冊
を
「
完
結
」
の
状
態
に
す
る
と
、
翌
年
度
か
ら
保
存

期
間
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
文
書
の
保
存
期
間
は
三
〇
年
・
一
〇
年
・

五
年
・
一
年
・
一
年
未
満
・
常
用（

（
（

の
六
つ
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
一

年
未
満
の
文
書
を
除
い
て
、
完
結
後
一
年
間
は
そ
の
文
書
を
作
成
し

た
所
管
課
で
保
管
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
知
事
部
局
の
文
書
管
理
を
所

管
す
る
総
務
部
政
策
法
務
課
（
以
下
「
政
策
法
務
課
」
と
い
う
。）
が

管
理
す
る
書
庫
に
移
さ
れ
て
、
期
間
満
了
ま
で
保
存
さ
れ
る
。（
保
存

期
間
が
一
年
以
下
の
も
の
及
び
政
策
法
務
課
長
が
認
め
た
も
の
は
所

管
課
保
管
。）

　

保
存
期
間
が
満
了
す
る
と
簿
冊
は
廃
棄
対
象
と
な
り
、
当
館
に
引

継
ぐ
か
廃
棄
す
る
か
の
判
断
を
行
う
。
公
文
書
管
理
条
例
の
制
定
後

は
、
保
存
期
間
の
長
短
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
文
書
に
つ
い
て
評

価
選
別
を
行
っ
て
い
る
。

　

評
価
選
別
の
結
果
、
廃
棄
が
決
定
し
た
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
公
文

書
管
理
条
例
に
定
め
る
手
続
き
に
よ
り
廃
棄
手
続
き
を
行
う
。
具
体

［図１］公文書の引継ぎの流れ～知事部局（本庁）の場合～

※１年未満の保存文書については省略
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的
に
は
、
公
文
書
管
理
条
例
施
行
規
則
第
四
条
に
基
づ
き
、
政
策
法

務
課
は
、
廃
棄
の
日
一
月
前
ま
で
に
簿
冊
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
公
表
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
す
る
。
こ
の
手
続
き
後
、

公
文
書
管
理
条
例
第
九
条
に
定
め
る
公
文
書
館
長
と
の
廃
棄
協
議

（
政
策
法
務
課
長
か
ら
公
文
書
館
長
へ
の
書
面
協
議
）
を
行
い
、
こ
れ

ら
一
連
の
廃
棄
手
続
き
を
経
て
、
簿
冊
は
物
理
的
に
廃
棄
さ
れ
る
こ

と
と
な
る（

（
（

。

　

一
方
、
公
文
書
館
に
引
継
ぐ
こ
と
が
決
定
し
た
簿
冊
は
、
年
度
内

に
受
入
れ
を
行
い
、
簡
易
な
修
復
や
目
録
作
成
な
ど
必
要
な
手
入
れ

を
施
し
た
う
え
で
排
架
し
、
県
民
へ
の
利
用
提
供
に
備
え
る
。
利
用

提
供
に
際
し
て
は
、
公
文
書
管
理
条
例
に
定
め
る
利
用
基
準
に
基
づ

き
全
部
利
用
・
一
部
利
用
・
利
用
制
限
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
公

文
書
管
理
条
例
制
定
前
は
、
所
管
課
の
承
諾
を
得
た
も
の
の
み
を
利

用
提
供
し
て
い
た
が
、
同
条
例
制
定
後
は
、
所
管
課
意
見
が
付
さ
れ

て
い
る
場
合
は
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
最
終
的
な
利
用
決
定
は
公
文
書
館
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
情
報
公
開
を
進
め
る
上
で
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
考
え

る
。

　

公
文
書
管
理
条
例
の
制
定
は
、
評
価
選
別
の
流
れ
に
つ
い
て
も
一

定
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
保
存
期
間
満
了
時
に
行
う
公
文
書
館
で

の
評
価
選
別
に
加
え
て
、
文
書
作
成
時
に
、
保
存
期
間
満
了
後
の
措

置
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
作
業
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
簿

冊
内
容
に
精
通
す
る
所
管
課
職
員
に
よ
る
意
見
が
付
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
現
用
か
ら
非
現
用
に
移
る
ま
で
に
複
数
回
の
判
断
が
加
わ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
評
価
選
別
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、

後
ほ
ど
考
察
す
る
。

　
　
（
二
）
各
実
施
機
関
か
ら
の
引
継
状
況

　

公
文
書
管
理
条
例
で
は
、
知
事
部
局
、
教
育
委
員
会
、
県
警
本
部

な
ど
一
五
の
実
施
機
関
を
定
め
、
各
実
施
機
関
か
ら
の
引
継
ぎ
を
受

け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
引
継
件
数
は
年
間
五
〇
〇
～
六
〇
〇
件
程

度
、
選
別
率
は
一
～
二
％
で
あ
る
。

［表１］平成30年度引継状況

実施機関
対象
簿冊

（件）

引継
実績

（件）
知事部局本庁 9,167 398
知事部局地方機関 10,253 12
知事部局計 19,420 410
教育委員会 7,495 85
公安委員会 1 0
警察本部 3,568 0
選挙管理委員会 55 1
人事委員会 42 2
監査委員 88 18
海区漁業調整委員会   2 0
病院事業管理者 1,220 4
企業局 16 0
鳥取県産業技術センター 29 0
鳥取環境大学 253 0
鳥取県住宅供給公社 57 1

合　計 32,246 521
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当
館
の
平
成
三
〇
年
度
の
引
継
状
況
は
（
表
１
）
の
と
お
り
で
あ

り
、
引
継
実
績
の
大
部
分
は
、
知
事
部
局
本
庁
分
の
簿
冊
が
占
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
表
は
平
成
三
〇
年
度
に
廃
棄
協

議
を
行
っ
て
い
な
い
実
施
機
関
は
掲
載
し
て
い
な
い
た
め
、
一
五
の

実
施
機
関
全
て
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
引
継
件
数
が

〇
件
の
実
施
機
関
も
幾
つ
か
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
平
成
三
〇

年
度
の
評
価
選
別
の
結
果
、
公
文
書
館
に
引
継
ぐ
べ
き
文
書
、
つ
ま

り
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
文
書
が
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
で
あ

り
、
引
継
実
績
は
年
度
に
よ
り
変
動
が
生
じ
る
。

　
　
（
三
）
評
価
選
別
の
流
れ

　

評
価
選
別
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
（
図
２
）
の
と
お
り
で
あ
る
。

最
も
引
継
件
数
の
多
い
知
事
部
局
本
庁
の
例
を
中
心
に
説
明
す
る
。

例
年
、
前
年
度
末
で
保
存
期
間
の
満
了
を
迎
え
た
文
書
（
知
事
部
局

本
庁
で
は
約
八
千
件
、
各
実
施
機
関
を
合
わ
せ
る
と
全
体
で
約
三
万

件
）
を
対
象
に
、
約
半
年
を
か
け
て
評
価
選
別
を
進
め
て
い
る
。

　

年
度
当
初
に
、
政
策
法
務
課
が
保
存
期
間
満
了
を
迎
え
た
対
象
簿

冊
の
リ
ス
ト
を
抽
出
し
、
ま
ず
各
所
管
課
に
対
し
て
意
見
照
会
を
行

う
。
前
述
の
と
お
り
、
現
用
段
階
（
文
書
作
成
時
）
で
保
存
期
間
満

了
後
の
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
保
存
期
間

満
了
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
再
度
所
管
課
の
意
見
を
確
認
し
、
引
継
簿

冊
に
あ
っ
て
は
利
用
制
限
情
報
の
有
無
を
確
認
す
る
作
業
で
あ
る
。

［図２］評価選別スケジュール～知事部局の場合～
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そ
の
後
、
所
管
課
意
見
を
付
し
た
状
態
の
リ
ス
ト
が
公
文
書
館
に
届

き
、
当
館
で
の
評
価
選
別
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　

当
館
で
の
評
価
選
別
は
、
公
文
書
管
理
条
例
が
施
行
さ
れ
た
平
成

二
四
年
度
か
ら
概
ね
同
じ
方
法
で
進
め
て
い
る
。
第
一
段
階
で
は
、

エ
ク
セ
ル
リ
ス
ト
上
で
、
明
ら
か
に
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
し
な
い

も
の
を
除
外
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
支
出
負
担
行
為
や
収
入
調
書
な

ど
の
収
入
又
は
支
出
に
関
す
る
文
書
や
、
勤
務
簿
や
時
間
外
勤
務
命

令
簿
な
ど
服
務
に
関
す
る
諸
帳
簿
、
定
例
的
な
照
会
文
書
な
ど
で
あ

る（
（
（

。

　

第
二
段
階
で
は
、
簿
冊
の
タ
イ
ト
ル
だ
け
で
は
判
断
が
つ
か
な

か
っ
た
も
の
や
、
引
継
候
補
と
し
た
も
の
等
に
つ
い
て
、
政
策
法
務

課
が
管
理
す
る
書
庫
へ
出
向
い
て
、
簿
冊
内
容
を
確
認
し
、
概
要
を

記
録
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
必
要
な
情
報
を
収
集
し
な
が
ら
引
継
候

補
簿
冊
の
絞
り
込
み
を
進
め
て
い
く
。

　

一
方
、
簿
冊
に
は
所
管
課
意
見
が
付
し
て
あ
る
た
め
、
公
文
書
館

で
の
絞
り
込
み
作
業
が
一
段
落
し
た
ら
、
所
管
課
意
見
と
公
文
書
館

意
見
の
す
り
合
わ
せ
を
行
う
。
所
管
課
が
引
継
ぎ
を
希
望
し
て
い
て

も
、
公
文
書
館
と
し
て
は
選
別
基
準
に
該
当
し
な
い
と
判
断
す
る
も

の
も
あ
り
、
例
年
一
〇
〇
件
前
後
の
意
見
調
整
が
必
要
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
相
違
す
る
意
見
を
一
つ
一
つ
各
所
管
課
と
調
整
し
、

最
終
的
な
判
断
を
下
す
。

　

最
後
に
、
確
認
し
た
簿
冊
内
容
や
所
管
課
と
の
意
見
調
整
結
果
を

取
り
ま
と
め
、
館
内
で
の
選
別
会
議
を
経
て
引
継
ぐ
簿
冊
を
決
定
す

る
。
近
年
の
知
事
部
局
本
庁
分
の
引
継
件
数
は
四
〇
〇
件
前
後
（
選

別
率
四
～
五
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
四
）
課
題

　

評
価
選
別
は
、
選
別
基
準
に
沿
っ
て
判
断
を
す
る
の
が
原
則
で
は

あ
る
が
、
選
別
基
準
で
読
み
取
れ
な
い
も
の
、
重
要
度
が
わ
か
ら
ず

判
断
の
線
引
き
が
困
難
な
も
の
な
ど
、
判
断
に
迷
う
事
例
が
少
な
か

ら
ず
あ
る
。
そ
の
結
果
、
経
験
知
に
頼
る
比
重
が
大
き
く
な
る
傾
向

が
あ
る
。
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
を
後
世
に
残
し
て
い
く
評
価
選
別

と
い
う
業
務
は
、
過
去
の
経
緯
や
経
験
知
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
に
頼
り
す
ぎ
る

と
、
担
当
者
が
入
れ
替
わ
っ
た
時
に
判
断
に
ブ
レ
が
生
じ
て
し
ま
う

リ
ス
ク
も
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
二
四
年
度
の
公
文
書
管
理
条
例
施
行
時
に
定
め
た
こ

の
選
別
基
準
は
、
文
書
を
作
成
す
る
担
当
者
が
意
見
を
付
す
際
の
指

針
と
な
る
よ
う
、
各
実
施
機
関
に
も
明
示
し
て
運
用
を
し
て
き
た
。

し
か
し
、
現
用
段
階
で
の
判
断
に
使
う
基
準
と
し
て
必
ず
し
も
理
解

が
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
意
見
が
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
実

態
が
あ
っ
た
。

　

条
例
制
定
か
ら
一
定
期
間
が
経
過
し
、
こ
う
し
た
運
用
の
問
題
点

が
見
え
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
三
〇
年
度
は
選
別
基
準
の
見
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直
し
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　

二　

評
価
選
別
基
準
の
見
直
し

　
　
（
一
）
見
直
し
の
経
緯

　

平
成
二
九
年
度
末
、
森
友
・
加
計
問
題
や
自
衛
隊
日
報
問
題
、
旧

優
生
保
護
法
問
題
な
ど
国
や
自
治
体
の
公
文
書
を
め
ぐ
る
問
題
が
多

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
本
県
に
お
い
て
も
、
優
生
保
護
審
査
会

の
文
書
が
一
部
廃
棄
さ
れ
て
い
た
実
態
を
踏
ま
え
、
規
程
と
実
態
を

点
検
し
、
業
務
効
率
化
の
視
点
を
取
り
入
れ
て
適
正
な
文
書
管
理
を

進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
副
知
事
を
ト
ッ
プ
と
す
る
公
文
書
適

正
管
理
推
進
チ
ー
ム
を
発
足
さ
せ
た
。
会
議
で
は
、
文
書
の
保
存
期

間
の
区
分
及
び
設
定
根
拠
の
見
直
し
や
、
旧
優
生
保
護
法
の
よ
う
な

個
人
の
権
利
義
務
に
係
る
文
書
の
位
置
づ
け
、
公
文
書
の
管
理
や

ル
ー
ル
な
ど
の
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
な
ど
に
つ

い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
県
の
文
書
管
理
に
関
わ
る

様
々
な
規
程
改
正
が
行
わ
れ
た
。
選
別
基
準
に
つ
い
て
も
平
成
二
四

年
の
制
定
以
来
、
初
の
大
規
模
な
見
直
し
を
行
っ
た
。
以
下
、
選
別

基
準
の
見
直
し
の
概
要
で
あ
る
。

　
　
（
二
）
選
別
基
準
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

　

選
別
基
準
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
実
態
に
即
し
た
、
判
断
し
や

す
い
選
別
基
準
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
選
別
基
準
は
公
文
書
館
の

職
員
が
評
価
選
別
の
際
に
使
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
担
当
者
が
文

書
作
成
時
に
保
存
期
間
満
了
後
の
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
る
際
に

も
使
用
す
る
た
め
、
双
方
か
ら
見
て
わ
か
り
や
す
い
基
準
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

　

検
討
の
結
果
、
引
継
ぐ
簿
冊
の
範
囲
に
変
更
は
加
え
ず
、
三
点
の

見
直
し
を
行
っ
た
。
一
点
目
は
、「
重
要
な
」「
軽
易
な
」
な
ど
の
言
葉

の
目
安
を
示
し
た
こ
と
、
二
点
目
は
文
書
の
例
示
を
増
や
し
た
こ
と
、

三
点
目
は
同
案
件
で
複
数
の
課
が
作
成
す
る
簿
冊
は
、
ど
の
所
管
課

の
簿
冊
を
引
き
継
ぐ
の
か
を
明
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。（
資
料
１
）

　

誰
が
評
価
選
別
を
行
っ
て
も
同
じ
判
断
に
至
る
よ
う
に
選
別
基
準

を
作
成
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の

見
直
し
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
公
文
書
管
理
条
例
制
定
後
に
抱
え
て

い
た
実
態
と
基
準
の
か
い
離
は
、
幾
つ
か
埋
め
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
今
後
も
、
電
子
公
文
書
の
引
継
ぎ
な

ど
新
た
な
体
制
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
機
会
を
と
ら
え
て
見
直
し

を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
三
）
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
へ
の
反
映

　

選
別
基
準
の
見
直
し
に
関
し
て
、
実
務
的
な
面
か
ら
の
解
説
を
加

え
て
お
く
。
本
県
で
は
平
成
一
六
年
度
か
ら
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
て
お
り
、
前
述
し
た
現
用
文
書
の
作
成
段
階
に
お
い
て
保
存
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期
間
満
了
後
の
措
置
を
決

め
る
作
業
は
（
図
３
）
の

と
お
り
、
電
子
決
裁
の
起

案
時
に
公
文
書
館
引
継
情

報
に
チ
ェ
ッ
ク
を
付
け
外

し
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
選
別

基
準
へ
の
理
解
は
十
分
で

は
な
く
、
こ
の
意
見
は
実

質
有
効
な
も
の
と
な
っ
て

い
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
選
別

基
準
の
見
直
し
を
機
に
、

文
書
の
保
存
期
間
の
区
分

と
歴
史
公
文
書
等
の
評
価

選
別
基
準
と
の
対
比
表
を

作
成
し
た
。（
図
４
）こ
れ

は
、
設
定
し
た
保
存
期
間

の
文
書
が
、
歴
史
公
文
書

等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

の
目
安
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
情
報

■文書の保存期間の区分 ■歴史公文書等の評価選別基準
　　　　　
� 注）　歴：歴史公文書に該当、(歴)歴史公文書に該当する場合あり

文書の区分 文書の類型 保存期間 文書の例示 特歴 分類 説明 文書の例示

１７　報告、届
出、調査等に関
する文書

個人又は団体から提出され
る報告、届出等に関する文
書で、５年を超えて利用す
ることが見込まれるもの

３０年 介護保険施設等の
廃止・休止・再開 歴

４　許可、認可、
承認等に関する
文書

県民生活に影響を及ぼす権利義
務に係る許可、認可、承認等に
関する文書（登録、届出、変更
の許可又は認可のうち事業内容
に変更のないもの又は仮設物の
設置に係るもの等軽易なものに
関するものを除く。）

法人設立認可、協
同組合設立認可、
開発行為許可、公
有水面の埋め立
て、各種免許、許
認可等の審査基
準、定款の認可

県が行う報告、届出等に関
する文書で、５年を超えて
利用することが見込まれる
もの

３０年 病院報告、○○の
現状調査 (歴)

10　県の重要な
調査及び統計に
関する文書

県が実施する重要な調査又は統
計の実施方針、調査項目の策定
過程及び調査結果に関する文書
（調査結果が行政刊行物として
まとめられるものを除く。）　

〇〇実態調査、統
計法に基づく統計
調査

県が行う統計調査等の実施
方針、調査項目の選定、資
料の収集、調査結果の集計、
調査結果に基づく対応等に
関する文書で、５年を超え
て利用することが見込まれ
るもの

３０年
市町村等へのとり
まとめ依頼、統計
調査の受託関係文
書

(歴)
10　県の重要な
調査及び統計に
関する文書

県が実施する重要な調査又は統
計の実施方針、調査項目の策定
過程及び調査結果に関する文書
（調査結果が行政刊行物として
まとめられるものを除く。）　

〇〇実態調査、統
計法に基づく統計
調査

個人又は団体から提出され
る報告、届出等に関する文
書で５年を超えて利用する
ことが見込まれないもの

５年
児童福祉施設届出
書及び変更届出書
等

県が行う報告、届出等に関
する文書で５年を超えて利
用することが見込まれない
もの

５年

麻薬取締関係報告、
下請取引等点検調
査事業、農業共済
金額の算定基礎調
査報告、単位当た
り共済金額の採択
結果報告

［図３］電子決裁システム画面（一部）

［図４］文書の保存期間の区分と評価選別基準の対比表（一部抜粋）
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を
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
み
、
文
書
の
保
存
期
間
及
び
設
定

根
拠
を
選
択
し
た
際
に
、
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
連

動
表
示
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

　

選
別
基
準
に
該
当
し
て
も
判
断
が
分
か
れ
る
場
合
も
あ
り
、
完
全

な
も
の
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
明
ら
か
に

対
象
外
の
文
書
は
歴
史
公
文
書
等
の
チ
ェ
ッ
ク
が
外
れ
る
こ
と
と
な

る
た
め
、
今
後
は
、
こ
の
チ
ェ
ッ
ク
が
公
文
書
館
で
の
評
価
選
別
時

に
有
効
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
期
待
し
て
い
る
。

　
　

三　

評
価
選
別
方
法
の
見
直
し

　
　
（
一
）
き
っ
か
け

　

さ
て
、
選
別
基
準
の
見
直
し
を
行
う
と
同
時
に
、
こ
れ
を
適
正
な

運
用
に
繋
げ
る
た
め
の
対
策
を
施
さ
な
け
れ
ば
効
果
は
期
待
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、
庁
内
へ
の
広
報（

（
（

に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

公
文
書
館
で
の
評
価
選
別
方
法
に
つ
い
て
も
現
状
の
方
法
で
良
い
の

か
検
証
し
て
み
た
。
評
価
選
別
は
前
述
の
と
お
り
経
験
知
に
頼
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
一
定
の
方
法
が
確
立
す
れ
ば
、
過
去
の
や
り
方
を

踏
襲
す
る
と
い
う
の
は
当
然
の
流
れ
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
当
館
で

も
、
公
文
書
管
理
条
例
制
定
後
は
毎
年
概
ね
同
じ
方
法
で
や
っ
て
き

た
。

　

し
か
し
、
実
態
と
し
て
、
評
価
選
別
に
は
例
年
多
く
の
時
間
と
労

力
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
勿
論
、
公
文
書
館
の
根
幹
を
な
す
業

務
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
公
文
書

館
は
文
書
を
保
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
県
民
に
利
用
し

て
い
た
だ
く
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
評
価
選
別
に
多
く
の
時
間
を
費
や
す
あ
ま
り
、
県
民
の
利

用
に
備
え
た
業
務
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
行
政
の
仕
事
に
も
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
や
Ｒ
Ｐ
Ａ
（
ロ
ボ

テ
ィ
ッ
ク
・
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン（

（
（

）
な
ど
の
新
技
術
が

次
々
と
導
入
さ
れ
、
業
務
効
率
化
が
進
ん
で
い
く
中
、
評
価
選
別
と

い
う
一
見
地
道
な
仕
事
は
、
そ
う
い
っ
た
時
代
の
流
れ
に
は
乗
り
に

く
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
基
本
的
な

や
り
方
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、
新
技
術
の
導
入
な
ど
新
た
な
視
点
を

加
え
る
こ
と
で
、
よ
り
効
率
的
で
適
正
な
評
価
選
別
に
つ
な
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

例
年
、
大
量
の
簿
冊
群
か
ら
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
歴
史
公
文
書
等
を

選
ぶ
作
業
は
、
一
冊
ず
つ
全
て
の
文
書
に
目
を
通
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
選
別
の
過
程
に
は
、
単
純
作
業
も
あ
り
、
じ
っ
く
り
目
で

見
て
確
認
す
る
作
業
も
あ
り
、
全
て
に
同
じ
力
を
か
け
る
必
要
は
な

い
。
省
力
化
で
き
る
業
務
、
時
間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務

を
整
理
し
、
全
体
の
流
れ
の
中
で
配
分
を
変
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
業
務
効
率
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
令
和
元
年
度

は
、
評
価
選
別
方
法
の
見
直
し
に
取
り
組
ん
だ
。
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（
二
）
課
題
の
洗
い
出
し

　

ま
ず
、
評
価
選
別
を
担
当
す
る
グ
ル
ー
プ
で
課
題
を
洗
い
出
す
こ

と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
係
長
二
名
、
専
門
評
価
員

三
名
の
合
計
五
名
で
あ
る
。
経
験
年
数
は
一
年
か
ら
十
数
年
ま
で
幅

広
で
、
様
々
な
視
点
か
ら
課
題
を
洗
い
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
処
理

件
数
が
膨
大
で
時
間
が
か
か
る
」「
簿
冊
の
内
容
確
認
に
時
間
が
か
か

り
す
ぎ
る
」「
単
純
作
業
を
複
数
の
担
当
者
で
や
っ
て
い
る
」「
対
象

外
の
簿
冊
が
大
量
に
含
ま
れ
て
い
る
」「
過
去
の
判
断
記
録
を
共
有
で

き
て
お
ら
ず
手
戻
り
が
生
じ
る
」
な
ど
多
く
の
課
題
が
出
た
。
長
年

の
経
験
者
と
新
任
担
当
者
双
方
の
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、

現
状
が
抱
え
る
問
題
を
的
確
に
洗
い
出
す
こ
と
が
出
来
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
、
ま
ず
は
評
価

選
別
の
過
程
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
（
三
）
作
業
工
程
の
分
析

　

評
価
選
別
は
大
き
く
三
つ
の
工
程
に
分
け
ら
れ
る
。（
図
５
）第
一

段
階
で
は
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
上
で
明
ら
か
に
歴
史
公
文
書
等
に
該

当
し
な
い
も
の
を
除
外
し
、
第
二
段
階
で
は
、
実
際
に
簿
冊
の
内
容

を
確
認
し
、
最
後
に
所
管
課
と
意
見
調
整
、
館
内
の
選
別
会
議
を
経

て
、
引
き
継
ぐ
簿
冊
を
決
定
す
る
。

　

こ
の
工
程
を
な
が
め
て
み
る
と
、
最
も
処
理
件
数
が
多
く
負
担
感

が
大
き
い
の
は
、
第
一
段
階
の
絞
込
作
業
の
場
面
で
あ
る
こ
と
が
わ

［図５］評価選別の作業工程イメージ
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か
る
。
時
間
の
制
約
が
あ
る
中
で
、
多
く
の
件
数
を
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
た
め
、
こ
の
場
面
の
業
務
カ
イ
ゼ
ン
に
優
先
的
に
取
り

掛
か
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
段
階
で
あ
る
。
一
冊
ず

つ
簿
冊
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
地
道
な
作
業
で
あ
る
が
、
選
別
の

判
断
材
料
と
な
る
大
切
な
情
報
収
集
作
業
で
あ
る
。
全
て
の
簿
冊
内

容
を
確
認
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
し
て
も
、
適
切
な
判
断

を
行
う
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
多
く
の
簿
冊
内
容
を
確
認
し
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
話
し
合
い
、
三
つ
の
カ
イ
ゼ
ン

に
取
り
組
ん
だ
。

　
　
（
四
）
三
つ
の
カ
イ
ゼ
ン

　

一
番
目
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
対
象
外
簿
冊

の
除
外
で
あ
る
。
評
価
選
別
の
初
期
段
階
で
は
、
歴
史
公
文
書
等
は

大
量
の
簿
冊
群
に
埋
も
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
い
き
な
り
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
明
ら
か
に
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
し
な

い
文
書
を
除
外
し
て
件
数
を
絞
り
込
ん
で
か
ら
選
別
し
た
方
が
効
率

的
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
第
一
次
選
別
に
お
い
て
は
、
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
上

で
対
象
外
簿
冊
を
除
く
作
業
を
、
複
数
の
担
当
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
除
外
し
、
最
終
的
に
突
合
せ
を
行
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
作
業
に
難
し
い
判
断
は
不
要
で
あ
り
、
二
重
チ
ェ
ッ
ク
を

か
け
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
、
対
象
外
簿
冊
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
集

約
し
、
エ
ク
セ
ル
の
マ
ク
ロ
機
能
を
使
っ
て
デ
ー
タ
を
除
外
す
る
こ

と
と
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
に
設
定
し
た
の
は
、「
支
出
負
担
行
為
」「
収

入
調
書
」「
勤
務
簿
」
な
ど
、
合
計
四
百
程
度
の
単
語
で
あ
る
。

　

知
事
部
局
本
庁
分
の
簿
冊
を
例
に
と
る
と
、
令
和
元
年
度
の
対
象

簿
冊
件
数
七
七
〇
三
件
を
四
七
六
〇
件
に
ま
で
絞
り
込
む
こ
と
が
で

き
た
。
つ
ま
り
、
担
当
者
の
手
作
業
が
必
要
な
件
数
は
四
七
六
〇
件

で
あ
る
。
削
減
率
は
三
八・二
％
と
な
る
。
最
も
処
理
件
数
が
多
い
場

面
で
あ
る
た
め
、
作
業
分
量
が
約
四
割
削
減
で
き
た
こ
と
で
、
担
当

者
の
負
担
感
は
か
な
り
減
っ
た
。
ま
た
、
メ
リ
ッ
ト
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
除
外
キ
ー
ワ
ー
ド
を
統
一
し
た
こ
と
に
よ
り
、
担
当
者
に

よ
る
判
断
の
ブ
レ
も
な
く
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
作
業
で
浮
い
た
時
間

を
簿
冊
の
内
容
確
認
作
業
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
生
ま
れ
た
。

　

一
方
で
課
題
も
残
っ
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
設
定
に
よ
り
、
本
来
引
継

ぐ
べ
き
簿
冊
ま
で
除
外
さ
れ
て
い
た
事
例
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

導
入
段
階
で
は
よ
く
キ
ー
ワ
ー
ド
を
精
査
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

は
も
ち
ろ
ん
、
マ
ク
ロ
機
能
に
任
せ
き
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
作

業
後
に
必
ず
人
間
の
目
で
確
認
す
る
と
と
も
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
必

ず
更
新
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

二
番
目
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
、
簿
冊
の
確
認
方
法
の
見
直
し
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
政
策
法
務
課
が
管
理
す
る
書
庫
に
一
定
期
間
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通
っ
て
、
書
庫
で
簿
冊
の
概
要
を
筆
記
メ
モ
し
、
職
場
に
戻
っ
て
パ

ソ
コ
ン
に
入
力
す
る
と
い
う
二
段
階
の
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の

方
法
は
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
た
め
長
年
の
懸
案
事
項
で
は
あ
っ
た

が
、
職
場
の
パ
ソ
コ
ン
を
持
ち
出
す
こ
と
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
問
題

が
あ
る
た
め
、
方
法
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ず
に
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
工
程
は
評
価
選
別
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
作
業
で
あ
る
た
め
、

今
後
の
こ
と
も
考
え
て
専
用
の
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
調
達
し
た
。
使

用
す
る
機
能
は
エ
ク
セ
ル
へ
の
入
力
だ
け
な
の
で
、
最
低
限
の
機
能

を
備
え
た
中
古
品
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
簿
冊
内
容
を
確
認
す
る

際
は
書
庫
で
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
す
る
だ
け
の
一
段
階
作
業
で
済
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
一
冊
あ
た
り
の
作
業
時
間
は
約
十
二
分
か

ら
約
六
分
に
半
減
し
、
作
業
効
率
が
大
幅
に
上
が
っ
た
と
と
も
に
、

転
記
ミ
ス
も
な
く
な
り
、
評
価
選
別
の
大
き
な
判
断
材
料
と
な
る
内

容
確
認
作
業
が
よ
り
正
確
に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

三
番
目
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
で
あ
る
。

　

評
価
選
別
は
、
選
別
基
準
だ
け
で
は
判
断
が
難
し
い
事
例
も
多
く

あ
り
、
経
験
知
に
多
く
頼
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
の
選

別
会
議
で
議
論
し
た
こ
と
や
、
過
去
に
所
管
課
と
意
見
調
整
し
た
こ

と
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
が
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
各
年
度
の
評

価
選
別
記
録
を
残
し
た
簿
冊
を
見
れ
ば
議
論
の
記
録
は
残
っ
て
い
る

が
新
任
の
担
当
者
は
こ
れ
ら
を
全
て
確
認
し
な
い
と
、
過
去
の
整
理

内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
事
情
か
ら
、
過
去
に
決

［図６］評価選別データベース画面
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め
た
整
理
内
容
が
共
有
で
き
て
お
ら
ず
、
手
戻
り
が
生
じ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
評
価
選
別
の
特
性
を
考
え
る
と
、
蓄
積
し
た
ノ
ウ
ハ
ウ
の

共
有
が
必
須
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
ら
を
一
か
所
に
集
約
す
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
た
。（
図
６
）

　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
た
こ
と
に
よ
り
、
過
去
の
議
論
の
蓄
積

を
一
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
担
当
者
の
判
断
の
指
標
に
な
る
と
と

も
に
、
手
戻
り
を
な
く
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
な
お
、
こ
の
中
に

は
所
管
課
と
意
見
調
整
し
た
こ
と
も
入
っ
て
い
る
た
め
、
将
来
的
に

は
所
管
課
と
も
共
有
し
て
過
去
の
判
断
を
参
考
に
で
き
る
仕
組
み
を

作
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
（
五
）
評
価
選
別
方
法
見
直
し
に
よ
る
効
果

　

こ
れ
ら
三
つ
の
カ
イ
ゼ
ン
に
取
り
組
ん
だ
効
果
と
感
想
を
ま
と
め

る
。

　

評
価
選
別
は
、
こ
の
資
料
が
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
で
あ
る
か
ど

う
か
、
と
い
う
最
終
判
断
の
場
面
に
お
い
て
は
、
や
は
り
人
間
の
目

で
、
過
去
の
経
緯
や
社
会
情
勢
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
決
め
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
歴
史
公
文
書
に
該
当
し
な
い

資
料
を
除
外
し
て
い
く
作
業
は
、
今
回
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
を

作
れ
ば
、
人
手
を
か
け
な
く
て
も
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

今
回
は
エ
ク
セ
ル
の
マ
ク
ロ
機
能
を
使
用
し
た
が
、
Ａ
Ｉ
や
Ｒ
Ｐ
Ａ

な
ど
を
活
用
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

ま
た
、
今
回
は
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
方
法
を
試
み
た
が
、
簿
冊
名

の
つ
け
方
に
は
明
確
な
ル
ー
ル
が
な
い
た
め
に
、
同
じ
事
業
で
あ
っ

て
も
年
度
に
よ
っ
て
別
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
り
、
略
称
が
使

わ
れ
て
い
た
り
と
、
様
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
り

ふ
る
い
に
か
け
る
こ
と
自
体
も
限
界
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
用
段
階

に
お
け
る
簿
冊
名
の
つ
け
方
に
つ
い
て
も
一
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

必
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
こ
れ
を
応
用
で
き
れ
ば
、
除
外
す
る
簿
冊
だ
け
で

は
な
く
、
必
ず
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
簿
冊
の
キ
ー
ワ
ー
ド

を
集
約
し
て
、
同
様
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
方
法
も
あ
る
だ
ろ
う
。

機
械
の
目
と
、
人
間
の
目
の
双
方
で
チ
ェ
ッ
ク
が
入
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
引
継
ぎ
漏
れ
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
。
機
械
に
よ
る
チ
ェ
ッ

ク
機
能
や
抽
出
機
能
な
ど
は
、
人
間
の
補
助
的
機
能
と
し
て
大
い
に

活
用
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
生
み
出
し
た
時
間
を
、
簿
冊
の

内
容
確
認
作
業
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
効
率
的
な
評
価

選
別
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
、
生
み
出
さ
れ
た
時
間
を
県
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
の
た
め
の
業
務
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
公
文
書
管
理
条
例
制
定
後
の
評
価
選
別
の
実
態
と
、
実

態
を
踏
ま
え
た
選
別
基
準
及
び
選
別
方
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
報
告
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し
た
。
こ
れ
ら
の
見
直
し
に
よ
り
、
条
例
制
定
時
に
定
め
ら
れ
た
評

価
選
別
の
大
き
な
枠
組
み
は
変
え
ず
、
運
用
面
に
お
け
る
幾
つ
か
の

課
題
を
一
定
の
解
決
に
導
く
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
る
。

　

た
だ
、
平
成
一
六
年
度
の
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
導
入
か
ら
一
五
年

が
経
過
し
、
今
後
は
、
電
子
公
文
書
の
引
継
件
数
増
加
な
ど
新
た
な

局
面
を
迎
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
電
子
公
文
書
の
引
継
ぎ
や
閲

覧
が
増
加
す
る
と
、
運
用
面
だ
け
で
は
な
く
制
度
的
な
見
直
し
も
必

要
と
な
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ
り
、
今
後
も
解
決
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
い
。

　

公
文
書
館
は
県
民
へ
「
歴
史
公
文
書
等
」
と
い
う
財
産
を
提
供
す

る
窓
口
で
あ
る
。
評
価
選
別
に
お
け
る
様
々
な
課
題
を
解
決
し
て
い

く
こ
と
は
、
こ
の
大
切
な
役
割
を
果
た
す
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ

る
こ
と
を
意
識
し
、
今
後
も
業
務
を
担
っ
て
い
き
た
い
。

　
〔
注
〕

　
（
1
） 

常
用
と
は
、
所
管
課
で
常
時
利
用
す
る
文
書
の
こ
と
を
指
す
。
主
な
も
の

は
原
簿
、
台
帳
な
ど
。

（
2
） 

本
県
に
お
け
る
簿
冊
の
廃
棄
処
理
は
、
専
門
事
業
者
に
委
託
し
て
溶
解
処

理
を
行
っ
て
い
る
。

（
3
） 

資
料
１
「
歴
史
公
文
書
等
評
価
選
別
方
針
」
の
別
表
２
「
歴
史
公
文
書
等

に
該
当
し
な
い
文
書
」
を
参
照
。

（
4
） 

当
館
で
は
、
平
成
三
〇
年
度
か
ら
年
四
回
の
職
員
向
け
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

を
発
行
し
、
公
文
書
館
の
役
割
や
歴
史
公
文
書
等
の
重
要
性
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
た
め
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

（
5
） 

Ｒ
Ｐ
Ａ
と
は
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
で
行
っ
て
い
た
定
型
作
業
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
ロ
ボ
ッ
ト
で
自
動
処
理
す
る
新
し
い
技
術
。
定
型
作
業
で
あ
り
な
が
ら

も
、
こ
れ
ま
で
人
に
し
か
出
来
な
か
っ
た
パ
ソ
コ
ン
操
作
を
、
人
に
代

わ
っ
て
高
速
に
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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［資料１］歴史公文書等評価選別方針（平成31年４月１日改正後）
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別表１　評価選別基準

分　類
条 例 第 2
条1項第3
号の区分

説　明 文書の例示

１　行政制度の新
設、変更、廃止等
に関する文書

ア
地方自治、情報公開、税財政、学校教育、警察、消防等
県民生活に関わる制度又は人事評価等県の内部における
制度の新設、運用、変更又は廃止に関する文書

○○制度創設（改正、変更、廃
止）関係資料、○○制度運用関
係例規

２　条例、規則等
の制定改廃に関す
る文書

ア・イ
条例、規則、告示及び訓令の立案及び審査の過程、制定
若しくは改廃の決定又は解釈基準の策定に関する文書

（県民生活に大きな影響を与えた要綱、要領等の制定又は
改廃に関するものを含む。）

○○条例制定関係資料、法令審
査会資料、他県・他機関との協
定に関する資料

３　長期計画の策
定等に関する文書 ア

１　複数年にわたる計画の立案、策定又は改廃及びその
経緯に関する文書
２　計画の実施のための事前調査、基本方針、効果測定
に関する文書（行政刊行物としてまとめられるものを除
く。）
３　計画に対してパブリックコメント、出前説明会、モ
ニター、世論調査、相談等により県民から提出される意
見に関する文書

○○ビジョン、基本計画、基本
方針、推進指針、推進計画、行
動計画、プログラム、アクショ
ンプログラム、マスタープラ
ン、プラン（とりネット「鳥取
県の計画」に掲載されている計
画）

４　許可、認可、
承認等に関する文
書

イ
県民生活に影響を及ぼす権利義務に係る許可、認可、承
認等に関する文書（登録、届出、変更の許可又は認可の
うち事業内容に変更のないもの又は仮設物の設置に係る
もの等軽易なものに関するものを除く。）

法人設立認可、協同組合設立認
可、開発行為許可、公有水面の
埋め立て、各種免許、許認可等
の審査基準、定款の認可

５　行政組織の改
正及び職員の人事
に関する文書

ア
機構改革、組織改正、職員の定数、職制、事務分掌、人
事評価、分限処分、給与制度又は研修基本計画に関する
文書

任用関係例規、職員任免関係資
料、職員懲戒処分関係資料、保
健所の診療廃止届、指定医療機
関廃止届、権限移譲（国→県、
県→市町村）、指定管理者審査
要項、指定管理者との契約

６　栄典及び表彰
に関する文書 ウ

１　勲位、勲章、褒章等栄典に関する文書
２　大臣表彰、知事表彰等のうち県民生活に顕著な功績
又は効果をもたらしたと認められるものに関する文書

表彰要項の制定、候補者の推
薦、内申、表彰者の決定

７　予算、決算そ
の他財務に関する
文書

ア
予算要求資料、決算書、財政状況に関する文書（財政所
管課（市町村分の地方交付税に関するものにあっては市
町村財政の所管課）が所管するものに限る。）

予算要求資料、決算書、交付税、
起債計画

８　重要な行事、
事件、災害等に関
する文書

ウ、エ 県内で起きた重要な出来事又は県外で起きた県に関わり
のある重要な出来事に関する文書

全国的規模の行事・大会、外国
との友好提携・交流○周年記念
事業、行幸啓、激甚災害、災害
救助法適用の災害、『県政の動
き』（旧『鳥取県政この一年』）
に掲載されている出来事

９　請願、陳情、
要望等に関する文
書

イ
１　県民、市町村又は各種団体から提出される請願、陳
情又は要望及びそれらの対応に関する文書
２　国の施策等に対する県の提案、要望等を集計し整理
した文書

県への請願書・陳情書・要望書、
国への提案書・要望書

10　県の重要な調
査及び統計に関す
る文書

ウ、エ
県が実施する重要な調査又は統計の実施方針、調査項目
の策定過程及び調査結果に関する文書（調査結果が行政
刊行物としてまとめられるものを除く。）

〇〇実態調査、統計法に基づく
統計調査

11　県の重要な試
験及び研究に関す
る文書

ア、エ
県が実施する重要な試験又は研究の実施の経緯、実施方
針及び成果に関する文書（成果が行政刊行物としてまと
められるものを除く。）　

試験場等の試験研究報告、学術
の成果　

12　訴訟、不服申
立てその他の争訟
に関する文書

イ 訴訟、土地収用裁決、不服申立て等に関する文書（軽易
なものを除く。）

訴状、判決書、裁定書、和解文
書、審査請求書、異議申立書、
弁明書

13　県議会、各種
委員会、審議会等
重要な会議に関す
る文書

ア

１　県議会の議案、議決結果その他県議会に関する文書
（ 運 営 方 法 の 決 定 等 軽 易 な 内 容 の も の を 除 く。） 
２　法律又は条例の定めるところにより設置された委員
会、審議会等に関する文書（運営方法の決定、入賞作品
の選考等軽易な内容のものを除く。）
３　要綱、要領等により設置された委員会、プロジェク
トチーム等（県の主要施策の実施に係る基本方針を決定
するものに限る。）に関する文書（運営方法の決定等軽易
な内容のものを除く。）
４　全国知事会、中国地方知事会、首長懇談会等に関す
る文書（運営方法の決定等軽易な内容のものを除く。）

議事録、議決結果、委員任免関
係資料、審議会への諮問書・答
申書・報告書、会議資料（あり
方検討会、プロジェクトチー
ム、ワーキンググループ、意見
交換会、協議会、懇話会）
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分　類
条 例 第 2
条1項第3
号の区分

説　明 文書の例示

14　行政区画の変
更又は廃置分合に
関する文書

ア 行政区画の変更又は市町村の廃置分合に関する文書 市町村合併に係る協議、手続き

15　監査、検査等
に関する文書 ア

１　県が実施する法令等に基づく医療機関、公益法人、
組合等に対する監査、検査又は指導に関する文書のうち
重大な指摘に関するもの
２　国が実施する会計検査に関する文書のうち重大な指
摘に関するもの　
３　監査委員が実施する定期監査等の各種監査に関する
文書（監査委員事務局が所管するものに限る。）

○○監査調書、○○農協指導検
査書、○○福祉施設指導監査

16　幹部職員の事
務引継に関する文
書

ア 幹部職員の事務の引継に関する文書 部局長以上の事務引継書

17　公共施設の建
築等のハード事業
の実施に関する文
書

ア
基本構想、調査設計、計画、実施に関する調査、許可、
認可、住民説明会等の事業の経緯に関する文書（新築、
新設、大規模な増改築等に係るものに限る。）

基本構想、計画、実施計画、設
計工事関係、計画等の策定過
程、事業実施のための各種許認
可手続

18　各種施策又は
システムの構築等
のソフト事業の実
施に関する文書

ア
各種施策又は行政運営上のシステムの構築等のソフト事
業の立案、決定、実施又は改廃及びその経緯に関する文
書のうち重要なもの

基本構想、計画、開催要領、検
討会議、運営要綱、実績報告書

19　県内の史跡、
文化財等に関する
文書

ア、エ

１　国又は県の指定に係る文化財、史跡、名勝又は天然
記念物に関する文書
２　埋蔵文化財に関する文書
３　国又は県の指定に係る文化財の管理、遺跡の発掘調
査等に係る国庫補助に関する文書
４　文化財の保存、修理等に係る県費補助に関する文書

指定申請書、指定通知・解除、
指定物件の内容説明や写真、現
状変更申請書、発掘届、遺跡台
帳、地図、土地買い上げ

20　公有財産の取
得、管理及び処分
に関する文書

ア 財産の取得、用途廃止、処分等県有財産又は県が管理す
る国有財産の内容の変更に関する文書

県有財産譲渡・取得報告、用途
変更廃止、国有財産処分関係、
道路・河川・海岸等の移管・廃
止、特許権（知的財産権）　　

21　選挙に関する
文書 ア、エ

１　県内で行われた衆議院議員若しくは参議院議員又は
地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙に関する文
書
２　鳥取県海区漁業調整委員会の委員の選挙に関する文
書
３　県内で行われた最高裁判所裁判官の国民審査に関す
る文書
４　県議会の解散又は知事若しくは県議会の議員の解職
等に係る直接請求に関する文書
５　県内で行われた憲法改正に係る国民投票又は県の施
策に係る県民投票に関する文書

選挙結果、選挙報告

22　長期にわたり
常用利用されてい
た文書

ア、イ、
ウ、エ 30年以上にわたり常用利用されていた文書 褒賞台帳、公有財産台帳、宗教

法人台帳　

23　歴史的価値が
高い文書 オ 昭和28年度以前に作成取得された文書（軽易なものを除

く。）
24　その他将来高
い歴史的価値を有
すると見込まれる
文書

ア、イ、
ウ、エ

政治、社会、文化又は世相を反映した文書で、歴史的観
点から将来の県民に伝えることが有意義であると認めら
れるもの
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別表２　歴史公文書等に該当しない文書
分　類　・　説　明 文　書　の　例　示

１　庶務、経理そ
の他定型的業務を
遂行する過程で作
成される次に掲げ
る文書

（１）収入又は支出に関する文書

収入調書、支出仕訳書、支出負担
行為、歳入歳出外現金受入調書、払
出仕訳書、出納員・会計員等の任
免

（２）職員の給与に関する文書 給与原簿、給与関係通知書

（３）文書の収発に関する諸帳簿 文書受付簿、文書処理簿、文書発
送簿、特別文書受領簿

（４）旅行に関する諸帳簿 旅行命令（依頼）簿、出張復命書

（５）服務に関する諸帳簿
出勤簿、休暇簿、時間外勤務命令
簿、特殊勤務命令簿、人事評価（勤
務評価）

（６）各種手当の認定に関する文書
個人が行う各種申請書類、各種給
付に関する書類、諸証明発行関係
書類

（７）物品の管理に関する諸帳簿 物品出納簿、物品保管換通知

（８）職員の研修に関する文書 人権研修、〇〇養成研修、実務担
当者研修

（９）公用車の運転日誌等 公用車使用記録簿、車両運行日誌

（10）その他（１）から（９）までに準じる文書
施設の日常的な維持管理関係の文
書（庁舎管理委託関係書類、保守
点検関係書類）

２　他の所属からの通知若しくは依頼、他の所属からの照会等に対
する回答若しくは報告又は他の所属が主催する会議等の配布資料

定例的な照会文書、各課が作成す
る予算要求資料

３　各種調査報告書、県公報の原稿、統計の集計表等刊行物にその
内容が記載されているもの


